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○峰崎直樹君 おはようございます。 
 まず最初に、森通産大臣にお尋ねを申し上げたいと思うんです。アメリカにも先日訪問

されてまいりましたし、衆議院の段階における論議でも大臣の国際的な対応に対する姿勢

についてもお伺いしたわけでございますが、今日の世界の中で日本は、アメリカがどのよ

うに出てくるかというそういう姿勢だけではなくて、問題によってはやはり日本が引っ張

っていかなきゃいけない、そういう姿勢というものをやはり持つべき課題がたくさん出て

きているんじゃないか、こういうふうに私自身感じているわけでございます。 
 今回提案されました特許法等の一部改正の法案、内容的な問題は後で議論いたしますけ

れども、基本的にこの問題について世界的に論議されていることに対しまして大臣はどの

ような方向へ引っ張っていかれようとされているのかについて、冒頭御意見を伺いたいと

思います。 
 
○国務大臣（森喜朗君） 峰崎委員の御指摘のとおり、まさに地球時代といいましょうか、

世の中科学技術と国際化、その方向に進んでいるわけでございますから、そういう意味で

経済活動そのものもグローバリゼーションあるいは技術革新の進展に対応していかなけれ

ばならない、これはまさに委員の御指摘のとおりでございます。委員がかつて御関係をさ

れておられました鉄鋼なども、日米の鉄鋼業界がまさに協力し合って、いろんな問題がご

ざいますけれどもそうした二国間の鉄鋼、民間の企業が協力し合っていかなければならな

い、そういう時代に入っておることはもう御承知のとおりでございます。特に、各国の特

許制度というのがそれぞれ国によって違うということは、やはりこれは工業化が進めば進

むほどさまざまな問題が出てくるわけでございまして、そういう意味で特許制度を調和さ

せていく必要性が極めて高くなってきているというふうに感じております。 
 そういう意味で、後ほど御審議の中でお話に入っていただくと思いますけれども、世界

知的所有権機関、つまりＷＩＰＯにおきましてもいろんなハーモナイゼーションを進めて

いくということが大事だということになるわけでありまして、特に先願主義への移行ある

いは出願公開制度の導入、あるいは特許制度の国際的なルールを目指しながら条約の内容

についていろいろな活発な交渉が行われているわけでございます。 
 そういう中で、ことし七月に実は予定をされておりました条約採択のための第二回の外

交会議につきまして、事情は、アメリカ側に新政権がスタートいたしましたのにかんがみ

まして特許商標庁の長官の指名がまだ行われていないということもあるようでございます

が、準備が間に合わないということで延期したいというそういうお話がございました。本

年四月五日のパリの同盟臨時総会におきまして、一応延期やむなしということに至ったわ

けでありまして、これも御承知のことだろうと思います。 
 こんなことで、この条約を成立させるためにはどうしてもアメリカの協力を必要とする



ということは言うまでもないことでございまして、先般アメリカに参りました際にも、ブ

ラウン新商務長官にも直接私からこの旨のお願いを申し上げたところでございます。委員

御指摘のとおり必ずしも対米追随あるいはアメリカに従っていくということではなくて、

たびたびこの委員会でもまた予算委員会でも申し上げてまいりましたが、今や世界のＧＮ

Ｐの四割を超える日米が、その力を持っておるわけでございまして、そういう意味では産

業の発達のためにも世界の経済に貢献をしていくため 
にも日米がお互いによりよきパートナーシップを築き上げていくということが基本的に重

要であって、当然産業の基盤になるこうした工業所有権の問題につきましても同様に日米

間協力を重視をしていくということが基本的に重要、大切ではないか、このように考えて

おるところでございます。 
 
○峰崎直樹君 アメリカの知的所有権戦略というのは、レーガンの時代にアンチパテント

からプロパテントヘと転換をしたというその流れの延長線上で、昨年九月の段階で先発明

主義から先願主義への転換なども合意をされかかったやに聞いていたわけでございます。

先ほど大臣がおっしゃいましたように、この七月のハーモ条約の締結が延期される、これ

は純粋に技術的な問題といいますかそういう背景なんだろうか、それともこれまでレーガ

ンの時代から進められてきた特許戦略といいますか、そういうものの転換が考えられてい

るのかどうか、そういった点につきましてもしわかれば教えていただきたいというふうに

思います。 
 
○政府委員（麻生渡君） 今回のアメリカからの条約会議の延期要請、これが単純にアメ

リカの特許庁長官の人選がおくれておるということに由来するものであるか、あるいは前

ブッシュ政権時代にアメリカの商務省の方ではパッケージということでありますけれども、

ともかく制度を根本的に変えようという方向を出したわけでございますが、それが新政権

の中で変わってくるのかどうかということ、さらには広くアメリカの知的所有権戦略その

ものが変わりつつあるかどうかということでございますが、端的に申しまして今の段階で

この問題に対する明確な答えを出すだけの新政権の動きはないというのが現状でございま

す。 
 二、三それを予想される動きもあるわけでございますが、現在判断できます材料の一つ

は、ことしの二月に公表されておりますが、新政権の技術イニシアチブという報告、政策

方針の表明がございます。その中では、アメリカの経済成長を促進し、競争力を強化する

ためにはやはり知的所有権というものを非常に重視していくんだという考え方が明確に述

べられております。また、三月末にアメリカのＵＳＴＲ、通商代表部が各国の障壁レポー

トというものを発表いたしておりまして、その中でＵＳＴＲとしての今後の活動方針を示

しておるわけでございますが、その中でも知的所有権の保護の水準を世界的に高めていく

必要が非常にあるんだ、そのために強く交渉していこうということがはっきりうかがえる



という状況でございます。 
 そのような状況でございますものですから、また経済の実体も産業活動がどんどん国際

化しておる、アメリカの産業もどんどん国際的に広がっておりますから、そういう経済活

動の実態まで考えますとやはり知的所有権戦略という考え方はずっと維持されていくんで

はないかというふうに私どもは予測を今しておるという状況でございます。 
 
○峰崎直樹君 引き続きアメリカとの関係について、私どもも本当に日米がしっかりと信

頼関係を持ちながら、その上で国際的なハーモナイゼーションの確立に向けて努力をする

という方向で見詰めていきたいというふうに思うわけでございます。 
 さて、ＷＩＰＯのハーモ条約の中からガットのＴＲＩＰの方へ六項目移されたというふ

うに聞いておるわけでございますが、この六項目を移された理由といいますか、これはガ

ットで論議をした方がよろしいというふうに判断をされている根拠といいますか、それは

主として南北の間の対立問題なんだろうかというふうに想像をするんですが、そのあたり

はいかがなものでしょうか。 
 
○政府委員（麻生渡君） 昨年のＷＩＰＯ臨時総会の席上、御指摘のようにそれまでＷＩ

ＰＯの用意しました特許のハーモナイゼーションの条約の項目からいわゆるガットＴＲＩ

Ｐ交渉の項目とダブっておる部分につきましては、これはガット・ウルグアイ・ラウンド

の交渉の方に任せようということでこの条約案から削除するという決定を行っています。

これは、大きく三つほどの背景があるわけでございます。 
 第一は、ウルグアイ・ラウンドの知的所有権交渉の中では、もちろんこれは非常に幅広

い事項を扱っておりまして、特許のみならず一般的な知的所有権、商標その他著作権その

他の知的所有権の最低の保護水準をどう保障するかということでございます。その取り決

めを行うわけでございまして、その意味では保護が非常におくれておる途上国、それに一

定の水準の保護をすることを迫るといいましょうか保障してもらおうということが主たる

内容になるわけでございます。 
 その中では、特許につきましては特許の対象をどうするかとか、特許期間をどうするか

とかいうような項目が含まれておりますが、これにつきましてはガットのウルグアイ・ラ

ウンド交渉全体は今のような状態でございますけれども、知的所有権の部分につきまして

はほとんどもう話がつきつつあるという状況でございまして、むしろ同じ問題をもう一度

ＷＩＰＯで議論するよりも、もうウルグアイ・ラウンド交渉に任せた方がこの点の解決は

早くできるんじゃないかということでございます。 
 第二番目の点は、この問題がありますとどうしてもＷＩＰＯの条約の交渉が、この部分

がまだはっきりしないということで進めにくいということがございます。一方、ＷＩＰＯ

の特許条約は、先願主義への統一とかあるいは出願公開制度を導入する等々非常に重要な

内容を含んでおりますから、これはこれで非常に重要なぞれ自身として意味を持つ条約で



ございますから、これはそれで進めたいということであります。 
 それから第三番目の理由は、紛争処理の問題がございまして、同じ事項がガットの条項

とそれからこの特許条約に含まれた場合にその国家間の紛争はどちらの紛争処理手続を使

うかというのが将来問題になってくる可能性がございまして、むしろその点からはダブら

しておかない方が将来の紛争処理上は有利であるというような配慮も働いたわけでござい

ます。 
 
○峰崎直樹君 それでは、少し具体的な問題に入っていきたいと思うんです。日米構造協

議で平成七年までに特許・実用新案の平均処理期間を二十四カ月にする、こういう約束を

してきたわけでございますけれども、定数増の問題やペーパーレスシステムの導入など大

変努力はされていると思うんですが、一体これは展望としてはこの平成七年までにという

見通しは実現可能なんでございましょうか。そこらあたり少し。 
 
○政府委員（辻信吾君） 日米構造協議に関する審査処理の促進についてでございますが、

これまでも審査官の増員あるいは民間能力の活用等の総合施策を講じてきております。そ

の結果、審査処理期間は着実に短縮してきておりまして、今後ともこれらの施策を推進す

ることによりまして平成七年における目標達成に向けて全力を挙げてまいりたい、かよう

に思っております。 
 
○峰崎直樹君 特に、日本の場合は出願件数が極めて多い、全世界の四割近く実は出願を

するというような大変高い出願率を持っているんですが非常に公告率が低いということで、

出願審査請求構造に非常に問題があるということでかねてから指摘されていました。その

場合特に、中小企業は約一割程度であとは大企業が多い、上位百社で五〇％程度を占める

というような数字もいただいているわけでございます。これについて特許庁の方では何と

かその公告率を上げていこうということでこれまで努力をされてきたと思うんですが、そ

の努力目標に対してどのようにその公告率の引き上げが実際上できているのか、その状況

について少しお聞きしたいと思います。 
 
○政府委員（辻信吾君） 御指摘のとおり、現状は玉石混交と言わざるを得ない出願の構

造をとっておりますが、これの質を高めていくことが極めて重要でございます。このよう

な観点から特許庁といたしましては、企業における特許管理を充実しまして量から質への

転換を図っていくということで、先ほど大臣からもお話があったと思いますが、出願上位

企業百社に対しまして審査請求公告率が六〇％を超えるようにというような指導を、企業 
特許管理行動計画、ＡＰ六〇と申しておりますが、これを昭和六十年度から行っておりま

す。それから昭和六十三年度からは、欧米並みの公告率八〇％を目指すべしということで

ＡＰ八〇と称しておりますが、このような施策を推進してきております。それから、平成



四年度からは対象企業を二十一社ふやしてございます。 
 結果でございますが例えば公告率、先ほどの百社を例にとりますと、五十三年の出願に

つきましては五一％程度であったのが、五十九年の出願につきましては六〇・九％と上が

っております。これは若干数字が古いのは現在審査請求期間を七年間とっておりますので、

五十九年までのデータが現在ある、このような効果をおさめてきております。 
 
○峰崎直樹君 そうすると、ＡＰ八〇というのはまだこれから先でないとわからない、七

年間の関係があるからわからないということですか。 
 
○政府委員（辻信吾君） 現在審査を終了しております現状から十年さかのぼりますと一

〇％上がってきておるわけでございます。着実にそれは効果は出ております。さらに推進

してまいりたい、かように思っております。 
 
○峰崎直樹君 一説には、これはなかなか相矛盾するんだろうと思うんですけれども、後

で述べますがいわゆる出願料が非常に安いんではないか。しかし、広く発明を広げていか

なきゃいけないという観点からするとそうはいかないということで、ここら辺は後で述べ

ます大企業と中小企業との二段階格差の問題とか価格政策の面でも何らかの考慮が払われ

ていいのかなというような感じがいたしますが、これは後でまた少しお話を申し上げたい

と思います。 
 さて、日本の処理のおくれの一つの原因としてかねて指摘されていた問題で権利付与の

前に異議申し立てを認めているということについて、これは特に世界の各国からこの点廃

止をするべきではないかといったような意見が出ているやに聞いているわけです。それは

今回の改正案の中には含まれてないんですが、この点についてはどのような見解ですか。 
 
○政府委員（麻生渡君） 異議申し立て制度につきましては今世界には二つあるわけでご

ざいまして、一つは日本のように権利を与える前に公告をいたしまして、それにつきまし

て異議がある人は申し立ててもらうというやり方でございます。もう一つは、アメリカあ

るいはヨーロッパのように一たん権利を与えまして、異議があればその後受け付けるとい

うことでございます。当然、日本の場合には事前に異議を処理いたしますから、最終的に

権利を与えるというのが遅くなるということになるわけでございます。この点につきまし

ては、現在交渉いたしておりますＷＩＰＯ条約、その中でも統一しようということでござ

いまして、この点につきましては今の条約原案では一たん権利を与えた後に異議申し立て

の処理をするという制度になっておるわけでございます。 
 実は、今回の改正の中にはこの部分は入っておりません。入っていないのは、この点に

つきましてはまだ法律技術的にも少し難しい点がございまして、詰める要素もございます。

それに加えまして、このＷＩＰＯの条約交渉の中でもこれはまだ議論が残っておるという



要素がございます。 
 加えまして、先ほどちょっと触れましたがアメリカのポジションが、アメリカが先願主

義その他の大幅な制度改正をして条約に参加するというときの考え方がパッケージディー

ルという考え方でございまして、アメリカだけ変わるんではなくて日本その他も変わって

もらいたいと。その変わってもらいたい項目が幾つかあるわけでございますが、その中の

非常に重要な項目の一つとして、対日項目は異議申し立て制度の手続の変更でございます。

そういうような点を考えまして、もう少しＷＩＰＯでの交渉の状況あるいはアメリカの動

向ということを見定めた上でこの改正に踏み切りたいということで検討を続けておるとい

う状況でございます。 
 
○峰崎直樹君 そういたしますと、もう既にハーモ条約でいろいろ論議をされていること

についての準備はもう着々と進んでおる、これから国際的な協議の中で対応を決めていき

たいという理解だと思うんです。 
 同じような問題で、実はハーモ条約で出願公開時にサーチレポートを添付しろ、そうい

うような原案なるものが出されているやに聞いているわけでございます。もしこのことが

義務づけられますと、特許庁の現在の体制で出願だけでも相当な比率になっているわけで

すが、それに対してサーチレポートをつけろということになると果たしてこれは今の体制

で対応できるんだろうかという心配をちょっとしているんですが、この点いかがでしょう

か。 
 
○政府委員（麻生渡君） 今のハーモ条約の原案の中には、十六条という私ども大変頭の

痛い条項があるわけでございます。その条項は、出願時には全件サーチレポートをつけろ

ということを国際約束にしようではないかという案になっております。これは、私どもは

受け入れられないということで非常に強く反対をいたしておるというところでございます。 
 このような問題が出てきた背景でございますが、これは専ら日本を念頭に置いているわ

けでございまして、日本の場合には出願が非常にたくさんありましてそれが公開されるわ

けでありますが、それを当然諸外国のいろんな関係者はそれぞれの出願がどういう状況に

なっておるかというフォローを監視をしなきゃいかぬというわけであります。その監視を

するに当たりまして、日本のように大量にある国の場合にはやはり全件ずっとフォローす

るのは大変で、そのためにはその出願の内容がどの程度の発明性を持ったものかというこ

とを事前に知っておく必要があるので、そのためにはサーチレポートをつけて公開をして

もらいたいというようなことでございます。 
 しかし、これは非常に逆の意味で大問題でございまして、特に日本のように大量出願が

なされておる国で全件にサーチレポートをつけるということになりますと、それは作成の

ために大変な費用がかかりますし、また大変な人的な投入をやらなきゃいかぬ。言われま

したように、まさにもう一つ特許庁をつくらなきゃいかぬというぐらいの問題になってく



るわけであります。加えまして、出願されたものが全部を審査してくれということを言っ

てくるわけじゃありません、日本の場合五割ぐらいでございます。その意味では、審査請

求のないものについては五割がほとんど意味のないサーチレポートになっていくというよ

うなことでございます。 
 そういうことでありまして、むしろサーチレポートをつくるということを義務づければ

その方にお金なりあるいは人材がとられてしまって、肝心かなめの審査の促進にはならぬ

のではないかということでございます。そのような点、決して合理的ではないということ

を強く世界各国に訴えて交渉をしている最中でございます。私どもは、この点につきまし

ては強く今後とも交渉をしていきたいと考えておる点でございます。 
 
○峰崎直樹君 そのサーチレポートなんですけれども、ヨーロッパだとかそういったとこ

ろで進められている仕組みを考えますと、日本の場合には余りにも大量出願をしているが

ためにこのサーチレポートをつけることを義務づけられるともう大変だと。これは考えて

みると、いわゆる技術的なさまざまな先行サーチをつけて技術評価をされ出願をされると

いう、非常に早く知り得る機会をつくるという点で、これはある意味ではやはりサーチレ

ポートをつけた方が一般論として進んでいるんではないか、また日本もそのように本来は

変えるべきではないか。 
 日本の特殊事情といいますか、大量出願があってそれに全部つけるとなったらもう大変

なんですという事情は私も非常によくわかるんですが、しかし一般的に国際的に考えたと

きに、サーチレポート付与というのはこれは理論上拒否できるものなんだろかどうなんだ

ろうか、この点はいかがなんでございましょうか。 
 
○政府委員（麻生渡君） 二つの点で私どもは不合理であると思っております。 
 一つは、サーチレポートを一たんつけてそれでまた後で審査をする、そのときまた先行

技術調査をやるわけでございまして二重投資になるという意味で非常に制度としての合理

性を欠くし、むしろ審査促進にならないんじゃないかという点が第一でございます。 
 それから第二番目は、そもそもやはり出願をする場合に、自分の出願なりがどの程度の

ものであるかというのはやはり出願者がしっかり特許戦略を考えまして、先行技術も調べ

た上で出願をしてくるというのが本来筋であるわけでございまして、そこのところを国に

いわばばっと出しまして国に調べてくれというのはいかにも出願態度として非常に問題が

あるのではないかというふうに考えておるわけでございます。そういう点からは風の方で

出願サーチレポートをわざわざつくっていくという制度はやはり受け入れられないという

ふうに考え、説明をしておるわけであります。 
 
○峰崎直樹君 実は冒頭の、アメリカが日米構造協議で二十四カ月に要処理期間を短縮し

てくれというふうに言ってきた意味というのは、恐らく急いでくれということだろうと思



うんですよ。それは要処理期間を急ぐということもさることながら、もっとやはり特許権

というものを早く付与してもらいたいんだということを考えたときに、その要処理期間、

出願をしてそして審査をしてくれという段階から二十四カ月、そういう理解ですよね。そ

うすると、いわゆる出願をしてそして一年半段階でこういうものが出ましたということで

公告します、そこの段階の長さが非常に長いと、実は日本に申請をしてもいわゆる特許権

を付与される期間というのは世界から見ると長いということになっちゃうんじゃないかと

いう気がするんですよ。そういう点で出願をする側の企業にも問題がある。私は企業性悪

説に立っているつもりは毛頭ないんですけれども、しかし企業側も努力をしなきゃいけな

い。 
 特許権が国際的に同じようなテンポで付与されるように、そういう意味でもハーモナイ

スされていかなきゃいけないとした場合には、どうもサーチレポートの問題というのはそ

う簡単にはと今長官おっしゃいましたけれども、二十四カ月を平成七年になって達成しま

したというけれども、いやいや実は日本の特許付与のあり方については国際的な圧力でま

だ問題があるぞというようなことで、これはハーモ条約にそのまま組み込まれるかどうか

は日本が反対すればまたどういう展開になるかわかりませんけれども、その点についてち

ょっともう一回長官の意見を聞かしていただきたいと思います。 
 
○政府委員（麻生渡君） 今の御指摘になりました問題は、サーチレポートの添付の問題

のほかにもう一ついわば対日問題として提起されております審査請求期間の問題があるわ

けでございます。 
 日本は審査請求期間が七年あるわけでございまして、そうしますと出願したものを七年

間にわたって実際に審査をしてもらうかどうかという選択権を企業側が持つという、出願

者側が持つということになるわけでございますが、これがいかにも長過ぎるんではないか。

その間は第三者は七年間にわたってこれが実際に審査請求されるのかどうかというのを見

ていかなきゃいかぬということでございまして、これも今回の条約交渉の中ではもっと短

くしてもらいたいというようなことでございます。 
 したがいまして、今先生がおっしゃいましたように、審査請求した後二年で処理すると

いう、その審査請求までの期間が長いというもう一つ前のところに問題が提起されておる

ということでございまして、その意味では日本の審査処理期間、体制というものに対する

相当大きないろんな形での見直し要求ということでございますものですから、そういうこ

とを全体を含めながらかつ審査体制の整備ということの見合いを考えながらこれは対処し

ていく必要があると思っておる次第でございます。 
 
○峰崎直樹君 このサーチレポートの問題というのは本当に日本にとって大変頭の痛い問

題でもあると思いますので、引き続き国際交渉の中でもしっかりと日本の立場も了解を求

めながら、国際的なハーモナイゼーションを達成していただきたいなと思います。 



 今回の特許法の改正で補正回数が実際上二回までということで、さらに補正可能な条件

というものを非常に狭く限定する改正がなされているわけでございます。さて、補正の回

数別のいわゆる出願件数、査定件数といいますか、そういうものは一体分類されてどのよ

うになっているのか、ちょっと教えていただければと思います。 
 
○政府委員（辻信吾君） 現行制度下では審査が終了したものが対象でございますが、補

正なしてそのまま終わるのは二〇％ございます、補正が全然ない場合。それから、補正が

一回あるケースが約六五％、それから二回以上のものが一五％、こういう分布になってお

ります。 
 
○峰崎直樹君 そうしますと、この一五％以上というのが今回一番ひっかかるということ

ですね。そうすると、これはいわゆる審査をする段階において相当時間がかかるものなん

でしょうか、この一五％に該当するものは。 
 
○政府委員（辻信吾君） 個別案件でよくおくれているのを私ども経験で見てみますと、

やはり補正によって非常に長くかかるということが事実としてあるわけでございます。 
 
○峰崎直樹君 この改正案は大変複雑で、私ども目を通してもなかなか頭が痛くなるよう

な状況なんです。新規事項追加の補正禁止と規定しているんですけれども、過度にわなら

ないといいますか要するに審査時間をおくらせないような補正というものは可能になると

いうふうに理解してよろしいんでしょうか。あるいは、内容的には自明のこととかいろい

ろ細かいことが書いてあったんですけれども、その点を具体的にはどのようなことまでな

らそれは許されるのかということについてちょっと。 
 
○政府委員（辻信吾君） 今回、制度の補正について改正の一つの大きな柱になっており

ます、明細書の中にいわゆる新規事項の追加を認めないということで非常に判断というも

のが明確にできる、単純にできる、しかも第三者から見てもその運用についての透明性が

非常にあるということで、非常にそこは迅速処理に資するというふうに考えております。 
 
○峰崎直樹君 実は審査官からの拒絶理由通知の中にいろんな種類が、私も衆議院の段階

のやりとりを聞いていて、最初の拒絶とか最後の拒絶、しかも最後の拒絶というのは物理

的な最後ではないとか、非常に禅問答のような事項があります。これは専門家が読めばも

う大体おわかりのことなのかもしれませんけれども、しかし非常にいろんな意味で大変複

雑だと思うので、この種類あるいはそのときどきに許容される補正の範囲について非常に

誤解のないように明確にしておく必要があるというふうに思うんですけれども、この点に

ついてはどのように整理をされて今後周知徹底を図られるのか、その点をお聞きしておき



たいと思います。 
 
○政府委員（辻信吾君） 今回の制度改正、補正につきましても、これは従来の実務の変

更を伴うものでございますので、早期に運用基準をできるだけ早くつくりまして、十分な

周知徹底等を図り、それで制度の円滑な実施を図る方針でございます。 
 具体的には、補正について申し上げますと、運用基準あるいはガイドラインを、これは

出願人の方々あるいは代理人の方々の意見を踏まえつつ早期に作成いたしまして公表する

予定でございます。また、そのでき上がったものにつきまして、全国各地で説明会等開き

まして周知徹底を十分図ってまいりたい、かように考えております。 
 
○峰崎直樹君 今度の二回までという、かなり内容的にも厳しくしていると思うんですが、

ヨーロッパあるいはアメリカといったようなところの補正はこの改正案のような形で内容

的には規制が非常に厳しいものなんだろうか、その点対比をさ 
れでどのような日本の場合の特徴になっているのか、その点もしわかればお聞きしたいと

思います。 
 
○政府委員（辻信吾君） 明細書または図面の補正についての考え方でございますが、米

国、欧州ともに、出願当初の明細書、図面でございますがこれに開示された範囲内という

ことで今回の改正案と同じでございます。 
 それから回数のところでございますが、これも米国、欧州ともに、二回目の拒絶理由を

受け取った後は特許請求の範囲に記載された発明の内容を実質的に拡張するとかあるいは

変更するというこういう補正ができないという意味において合理的な範囲内だと、こうい

うふうになっておりまして、この点においても共通でございます 
 ということで、今回の改正によりまして改正された後の我が国の制度は、欧米と比べま

して補正の範囲に関する考え方が同等でございまして、国際的にこれで均衡がとれる、か

ように考えております。 
 
○峰崎直樹君 いわゆる基本特許だとかあるいは非常に重要な発明というものの出願とい

うものをする場合は、何度も補正をすることによってそういうものが得られるんじゃない

か、こういう御指摘があって、今回の改正によって、補正回数というものを制限すること

によってそういう重要な発明とかそういうものが実現することを困難ならしめる可能性が

あるんではないのか、こういう御指摘が寄せられているわけです。この点についてはいか

に説明されますか、お聞きしたいと思います。 
 
○政府委員（姉崎直己君） 我が国では、昭和六十三年以前は一つの出願で一つの発明し

か特許請求ができおいといういわゆる単項制を採用しておりました。この単項制のもとで



は一つの請求項でしか審査を受けられないということで、一たん審査官から拒絶理由を通

知されますと、補正によってまた別の一つの請求項を特許請求を行うという手続を繰り返

してやっておったわけであります。しかしながら、昭和六十二年以降、我が国も欧米と同

じような多項制という制度を導入いたしました。すなわち、特許を受けようとする発明に

つきまして、出願人の自由な判断によって複数の請求項を持って特許請求を行うことが可

能になったというわけでございます。 
 この多項制のもとでは、多面的な観点から複数の請求項を記載いたしまして発明の保護

を図ることが可能でございまして、その意味で、欧米におきまして行われておりますよう

な基本発明といいますか重要な発明の保護が十分にこれによって図られるということでご

ざいます。今回の補正の適正化も、多項制の導入以降、出願人において多項制に習熟して

きたということを踏まえてこの適正化を行おうというものでございます。 
 
○峰崎直樹君 くれぐれも補正を制限することによってこういった有用な発明といったも

のが阻害されるようなことのないようにひとつ図っていただきたいと思いますし、こうい

うふうに制限することによってよりよい明細書による出願を促す、あるいは公平で好まし

いものにすべきだという趣旨を本当に徹底し得るようにぜひとも周知徹底を図り、庁内外

の意見を十分に取り入れる必要があるというふうに思いますので、この点については付加

をしておきたいというふうに思います。 
 さて、実用新案法の改正問題について次に触れてみたいと思うわけですが、実は、実体

審査を伴わない考案に排他的独占権の設定登録を行うということになるわけでございます。

このことによって権利行使や権利の防御上の弊害などの混乱が懸念をされるわけですが、

こういった点について、ちょっと一般的過ぎますが、混乱防止といいますか周知徹底方に

ついて対応をどのように考えられているのか、まずお聞きしたいと思います。 
 
○政府委員（姉崎直己君） 今回改正をいたします実用新案制度におきましては、先行技

術及びその先行技術から見た権利の有効性について客観的な評価を内容といたします技術

評価書という制度を設けております。これはだれでも、またいつでも請求をすることがで

きまして、特許庁では請求がありましたら早期にこの評価書を作成するということにして

おります。また、この権利者は権利行使に先立って評価書の提示が必要になるということ

になっておりますので、その意味でも客観的かつ適正な権利行使が行われることになろう

と考えております。 
 一方また、権利の有効性について当事者間で紛争が生ずるということが考えられるわけ

でありますが、私どもといたしましては、その際、無効審判の早期処理ということで問題

に対する対応を図りたいと考えております。 
 先生御指摘のようないろいろな混乱等の生じないように、私どもといたしまして、この

改正の制度が円滑に定着するということが非常に重要でございますので、今後、法の施行



までの間、十分に全国での説明会等々を開催いたしまして事前に十分な周知徹底に努めた

いというふうに考えております。この点私どもとしては、先ほどの補正の適正化の問題と

あわせまして、制度改正に当たってのＰＲあるいはその周知徹底方に遺漏なきを期す所存

でございます。 
 
○峰崎直樹君 ぜひとも混乱のないようにしていただきたいと思うんです。 
 この新制度が導入されると企業内で非常に温存されていた技術といったようなもの、小

発明といったものがかなり出願をどっとされるのではないか。非常に短い期間で質が高く

信頼性に富むような技術評価書というものが作成されるような、そういう準備体制という

のは十分整えられているんですか。 
 
○政府委員（辻信吾君） この評価書につきましては、ただいま説明がありましたように

登録された実用新案権の有効性について客観的判断材料を提示するという極めて重要な性

格を持っておりますことから、これは特許庁の審査官自身が関連する先行技術文献及び先

行技術文献から見た権利の有効性に関する評価を下す、こういうことでございますが、そ

のために必要な体制を現在構築中でございます。 
 
○峰崎直樹君 時間の関係でこの実用新案の最後にちょっと質問したいと思うんですが、

この新法案の第二十九条の三、先ほど総務部長おっしゃいました無効審判がされた場合、

その損害賠償の範囲だとか非常にあいまいもことした規定がちょっとしてあるわけでござ

います。例えば「相当の注意をもってその権利を行使し、」、この「相当の注意」なんとい

うのは、非常に中身的に見て法律の解釈上ちょっとあいまいではないかなと思われるよう

な部分があるわけでございます。それだけに、これは大変権利の付与の問題、そしてその

審判の結果損害賠償といった大変被害も大きいわけでございまして、それらの点について

の対応策といいますか、考えておられればお聞かせ願いたいと思います。 
 
○政府委員（姉崎直己君） 先生御指摘の点二つあろうかと思います。 
 まず、二十九条の三の点でございますが、御指摘ございましたように評価書の評価に基

づいて権利行使をした、その後、評価書の調査の範囲内で新たな証拠が示されまして権利

が結果的に無効になった場合でございます。この場合には原則として損害賠償は免責され

るものと私どもは考えております。その意味で、過失の推定が破られるということを規定

したのが二十九条の三でございます。 
 それでは、そこに規定されております、相当の注意を払って権利行使をした場合という

のは例えば具体的にはどういうことかということでありますが、例えば評価書は先行技術

文献から見た権利の有効性を調査するわけでありますが、それ以外のいわゆる公知公用の

技術、当業界では知られている技術、これらについてまで評価書の中で調査しているわけ



ではございません。したがいまして、これらについてはやはり出願権利者が当然に調査を

する責任を有しているということでございます。 
 具体的には個々の事例ごとに判断されることになろうと思いますが、先生御指摘になり

ましたような、この法律の趣旨というのはなかなかわかり 
にくいのではないかという御指摘もございました。この点につきましては、先ほど来申し

上げましたように、制度の円滑な運用を図る上でこの趣旨を明確にし周知徹底するという

ことは極めて重要だと私どもも考えておりまして、今後全国での説明会の開催等十分この

点について周知徹底に努めてまいりたいと考えております。 
 
○峰崎直樹君 公知公用の技術というのは当事者の間ではこれは簡単に知り得るものなん

ですか、それとも相当これはじっくり調査をしなきゃわからないものなんですか。 
 といいますのは、その公知公用の技術というものは、当事者が知らないとだめだよ、特

許庁の関与するものではないよということになると、そのことに伴う、審判の審決で無効

になったときに被害が及ぶわけでございますので、私もその世界の公知公用の技術という

のは十分存じていないもので、その点わかれば教えてください。 
 
○政府委員（姉崎直己君） 若干先ほどのお答えに補足いたしますと、公知公用技術と申

しますとすなわち当業者であればある意味では業界の常識ということでありまして、容易

に知り得る状態にある技術ということでございまして、普通は公知公用の技術の存在を全

く調査しないまま権利行使を行って、その後これが無効になってしまうというケースは事

実上ないのではないかというふうに考えております。 
 
○峰崎直樹君 実体審査を行わないで変わっていくわけでございますので、ぜひともそう

いった点も含めて、広く周知徹底を図っていただきたいと思います。 
 最後に、料金の引き上げ問題について少しお伺いしたいわけでございますが、大体値上

げをするときというのは、何がどのくらい原因でどうなっているかという資料というのは、

やはりきちっとつけなきゃいけないと思うんです。費用アップの一番の原因は何かという

衆議院段階における説明の中で。値上げの原因はペーパーレスではなくて、審査処理の促

進と物価上昇分の二つの要因だと、こういうふうにお答えになっているのを私もちょっと

伺ったわけでございます。ペーパーレスじゃなくて審査処理の促進と物価上昇分と、非常

にまだ中身がちょっとわかりにくいんで、さらに内容的にわかれば教えていただきたいと

思います。 
 
○政府委員（麻生渡君） 今回の値上げをお願いいたしておりますのはペーパーレス計画

が予定以上にお金がかかったということによるものではないわけでございまして、ペーパ

ーレス計画は実は五十九年に特別会計ができて十年かけてシステムを開発して導入をして



いこうということであったわけでございます。そのときに約千二百五十億ぐらいかかるん

じゃないかということであったわけですが、大体予想しましたラインで開発が進んでおる

という状況でございます。 
 ところが、このときの計画では放置しておきますと審査期間が七年ぐらいになってしま

うということでございまして、このペーパーレス計画を導入しながら審査促進をやってい

こう、そして三年を目標にしながら、審査期間が延びないようにしていこうということで

あったわけでございます。それでやってきたわけでございますけれども、先ほどちょっと

出ておりましたように三年じゃとてもだめだということでございまして、日米構造協議で

いろいろもめまして、結局平成七年には何とか平均期間を二年まで短縮しようということ

になったわけであります。 
 そうしますと、ペーパーレス計画で考えておりましたようなスピードではとても間に合

わないということでございまして、このときからさらにペーパーレス計画の処理促進に上

乗せいたしまして審査官の増員を急遽図っていこう、それからもう一つは先行技術の調査、

これをずっと審査官がやるわけでありますが、少しでも審査を早めるために一部民間に予

備的な先行技術調査をやってもらって、それをベースにやっていったら早くなるというこ

とで、それをやり始めたというようなことでございます。 
 このところの費用の増加要因が相当大きいという点と、それからもう一つ、前回の値上

げは六年前であったわけでございますが、その後人件費にしましてもいろんな諸コストも

徐々にやはり物価に比例いたしまして上がってきておるわけでございます。その部分をど

う吸収するかということであるわけでございますが、やはり物価上昇分というのはどうし

ても支出がふえていくわけでございましてこの分の吸収ということを考えざるを得ないと

いうことでございます。 
 その大きな二つの要因が支出サイドの事情でございます。 
 
○峰崎直樹君 内容的に日米構造協議の問題だとか、今から九年前でしょうか、この考え

方が出された段階で本当に予想し得なかった新しい事態が登場してきていると思いますの

で、そういったものも付加していかなきゃいけないということはよくわかるわけでござい

ます。 
 ただ、この間ずっと議事録などを読ましていただいたときに、ペーパーレス計画、なか

んずくコンピューター関係の支出の問題について触れられたことは、確か若杉特許庁長官

のときに一度明らかになっているんですけれども、例えばシステムの維持費、つまりコン

ピューターというのはハードの物体そのものの値段というのは比較的下がる傾向にあるわ

けですね、最近ではダウンサイジングだとか小型化しているわけでございます。しかし、

一番金がかかってくるのは、これからコンピューターをどのように運営していくか、その

システムにかかる費用だというふうに思います。そのシステムにかかる費用が予想以上に

かかったんではないのか、こういう御指摘を受けることがあるんですが、この点について



当初のもくろみとそしてそれがどのように変わってきたのかということがもしわかれば教

えていただきたい。 
 
○政府委員（麻生渡君） ペーパーレス計画の中で大きな費用は、いわゆるシステムの開

発費用、それからいろいろ解析したデータをデータベースとして蓄積しなければいけませ

んが、そのデータベースを蓄積するための資料の整理費用、加えまして御指摘がございま

したようにコンピューターそのもののレンタル費用ということがございます。 
 当時の若杉長官の答弁の中では、特にレンタル費用というのはいろいろ技術が進歩して

いけば今予想しているよりもっと早く下がるんではないかという期待を表明いたしており

ます。その意味では、確かに当初想定しました額よりも大分現実の支出は下がっておりま

す。大体二割ぐらい下がっておるという状況でございますが、そんなにトラスチックに下

がっていないという状況でございます。 
 これは今非常に問題になっておりますが、私どものコンピューターシステムは、中央演

算装置のところに大きなコンピューターを置きましてそこで集中的にシステムとして運営

しているという形でございまして、最近のような技術進歩のダウンサイジングをまだ採用

していないということが大きいわけでございます。このダウンサイジングを私どもは次に

ぜひ採用して、もう少し分散型のものにしたい。そうしますと、このレンタルのところは

相当下がっていくんじゃないかと思っておりまして、その意味ではペーパーレス計画、こ

の機械のところはダウンサイジングを徹底してやっていかにゃいかぬということで今具体

的に研究を進めておるという状況でございます。 
 
○峰崎直樹君 システム開発の方の費用は、どのように推移をしてきたのかというのはわ

かりますでしょうか。 
 
○政府委員（麻生渡君） システム開発の費用は、実は当初予定しておりましたよりも若

干逆にこちらの方は二割ぐらいふえておるということでございまして、これは開発途上で、

私どものシステムは当時から見ますと非常に先端的でほかに全く世界的にも国内的にもな

い大きなシステムでありましたものですから、予想以上に難航したということでございま

す。 
 
○峰崎直樹君 一昨日、私どもも庁舎を見せてい 
ただきまして、本当に世界に誇る知的所有権というか、工業所有権の殿堂だというふうに

私も思っておりまして、ぜひともより一層の充実を図っていただきたいなというふうに思

うわけでございます。 
 この値上げ問題に絡んで、私は先ほどちょっと冒頭申し上げたんでありますが、料金問

題というのは、いわゆる料金を払ってそしてその対価を受けるという、そういう意味では



一般的には受益者負担という原則が通用する分野だと思っているんです。 
 ただ、日本の出願が非常に多過ぎる点、あるいは出願はするけれどもそれがどの程度実

際に採択されるかという採択率の低さの問題、あるいは審査をしてくれという審査請求の

数の少ない問題、こういう問題についてちょっと世界で日本ぐらい多過ぎるところはない

んじゃないのか。だとすれば、そういう構造にメスを入れる方法として、あまり料金体系

でそのことを云々することは本当は邪道なのかもしれないけれども、しかしそのことをど

うしても変えなきゃいけないとした場合、一つはやはり中小企業家だとかあるいは個人の

出願における料金を下げる問題と、それからペナルティーとして、今コンピューターで管

理されているわけですからどの企業が非常に改善が進んでいないのかということを含めて

料金を比較的下げる分に比例してペナルティーをかける分野をふやすといったような、最

近でありますと公害問題でいわゆる環境税の問題なんかでもそういう議論がされています。 
 ちょっと邪道なんですけれども、そういうことも考えられてしかるべきじゃないかとい

うふうに思うんですが、その点いかがですか。 
 
○政府委員（麻生渡君） 日本の大量出願、これは私どもの処理という点から見ますと、

御指摘のように非常に難しいといいましょうか、大変な課題を背負い込むという事態にな

っております。これをどう評価するかということなのでございますが、確かに大量出願、

そういう問題がありますけれども、一方でともかく出願をしてやろうという、これはやは

り産業あるいは企業の活力であるという点があるわけでございましてこともかく何でも押

さえ込めばいいということでもないということでございます。その両者のバランスをどう

いうふうにとっていくかということが非常に大切じゃないか。余り適切じゃないことをや

りますと、今度は活力をそいでしまうという点にも配慮する必要があると考えております。 
 今の御指摘のように、むしろ料金体系を思い切って変えることによりましてもう少し出

願態度を合理的にしたらどうかという考え方、これは実は昨年の審議会でも相当の議論が

出ておりまして、もう少し料金体系を根本的に見直すということも考えたらどうかという

ことでございました。その点につきましても今後重要な研究課題であると思っておりまし

て、今後いろんな角度から各界の意見を伺いながら検討してまいりたいと思っておるわけ

でございます。 
 
○峰崎直樹君 非常に激動するこれからの時代でございますし、ハーモナイゼーション条

約などの採択をされるとそれに伴って大きな変化も予想されてくるわけでございますので、

ぜひともこの価格問題といいますか、非常に大きな混乱を与えないようにしっかりとした

中期見通しを立ててこれからも進めていただきたいなと思います。 
 実は、この機会に過去の政府答弁書の問題点について、きょう時間がございませんので

最後に確認を含めてやらせていただきたいと思うんです。 
 農水省の方、お見えになっておりますでしょうか。 



 私どもの先輩議員の方々が、知的所存権問題に絡めて、いわゆる工業所有権問題とそれ

から種苗法の関係について過去にいろいろ論議をされてきております。その点を確認だけ

させていただいて、論議はこれからということできょうのところは進めさせていただきた

いと思うのであります。 
 平成三年十月四日に質問第一一号ということで吉田正雄議員が、現在衆議院議員をやっ

ておられますが、植物新品種の保護に関する質問主意書を出されているわけであります。

この中身は詳しく説明するというよりも、特許庁の皆さんやあるいは農水省の皆さん方は

内容をよく御存じのことだろうと思います。時の総理大臣は海部俊樹さん、そして再質問

をされまして時の総理大臣は現在の宮澤総理大臣でございます。二度にわたってその主意

書に対する答弁をいただいております。 
 内容的には、いわゆる種苗法が改正をされて、そしてそこで与えられる権利とそして特

許権、この二つの関連性について実は質問している主意書なのでございます。その主意書

の答弁に対して内容的に少し確認をしておきたいと思いますので、その点、若干の時間を

おかし願いたいというふうに思います。 
 最近、植物関連の問題に関して大変技術的な進歩が著しいわけでございます。バイオテ

クノロジーの技術という問題が進んできておりますが、その点について最初に特許庁の方

に御確認を申し上げたいと思うんです。 
 まず最初に、一一号答弁書の中で、「五について」「従来からの交配による育種技術自体

には状況の変化はないことから、植物新品種に関する審査基準」、これは恐らく具体的には

特許庁の中の審査基準がある、最近ではそれが改正をされるような意見も聞いているわけ

でございますが、「審査基準において示した交配による育種の領域に関する創作性、明細書

の基本的な記載要件及び参考資料としての植物新品種に関する明細書の例示については変

更はない。」、こういうことが答弁をされているわけでございます。 
 現在、特許庁で改定作業が進行中の生物特許の審査基準にもこの点は変更なく引き継が

れることと思っているのですが、その点いかがでございましょうか。 
 
○政府委員（辻信吾君） ただいまの先生の御指摘の、答弁書五における答弁につきまし

ては変更はございません。 
 
○峰崎直樹君 それじゃ、二点目をちょっと進めたいと思うんです。 
 これは、第八号答弁書の中に入ってくるわけでございますけれども、実は特許権と種苗

法に基づく登録をした人の権利の問題との関連でございます。この種苗法に基づく登録制

度、この点についての権利が付与されるのはいわゆる特許権とどういう関連なのかという

ことについての問題でございますけれども、農水省の方にこの点も確認をしておきたいと

思うんです。 
 昭和五十三年五月三十日、衆議院農林水産委員会における松沢俊昭委員の質問に対して、



当時の新井説明員の答えがこういうふうになっているんです。「今回の登録制度、これは品

種を育成した者に認めるわけでございまして、これは種苗法という行政取り締まり的な法

規によって認められる」、ちょっと間を省略しまして、「新品種の育成をした者に対しまし

て、登録をする、その登録の反射的な利益といたしまして、一定の特権的な利益を与える」

旨の答弁がなされたことがございますが、この点は確認できますか。 
 
○説明員（三野耕治君） 先生、先ほど御指摘の点につきまして、先ほど来お話がありま

した吉田先生の質問主意書に対する答弁一及び二において申し上げているとおりでありま

すが、この答弁は現時点においても変更はございません。 
 
○峰崎直樹君 ちょっと時間をとって恐縮でございますが、二点目は、同じ趣旨のことで、

六月十三日の参議院農林水産委員会において私どもの先輩議員であります丸谷金保委員の

質問に対して、小島説明員がやはり同じように「この登録によって与えられます地位とい

うのは、この法律の中におきまして第三者がその許諾を得なければ勝手に有償譲渡ができ

ないというふうな禁止規定を置いたことのいわば反射的な効果として、ある種の経済的な

利益が本人に確保されると、こういう仕組みなわけであります」云々、こういう答弁がな

されたことも確認はできますか。 
 
○説明員（三野耕治君） 先ほどの答えと同じでございますが、答弁書の一及び二におい

て答えてい 
るとおりでございます。 
 
○峰崎直樹君 実はこの点についてはもう一点あるわけでございます。実は政府答弁書の

中にその点の記載が、この衆議院あるいは参議院の各委員会の答弁と違った政府答弁がな

されているという点で私どもはこれは引き続き議論せざるを得ないなというふうに思って

おりますので、この点について農水省の方にも申し伝えておきたいというふうに思うわけ

でございます。 
 それから、今度は宮澤総理大臣のときの質問主意書に対する答えがあるわけでございま

すけれども、これは実は、特許法による植物新品種の特許と農水省の種苗法に基づく品種

登録の調整に関する参議院の農林水産委員会における先輩の丸谷金保委員の質問に対して、

これは別府政府委員といいますから法制局の方だと思いますけれども、種苗法「第十二条

の五第二項第五号には、「登録品種の育成をする方法についての特許権を有する者」云々と

いうことで、特許法上の方法特許とこちらの品種登録との調整の規定はございます。」「こ

の法律で方法特許についてさえこのような調整規定を明文では置いているところから言い

ますと、いわゆる法律解釈上のもちろん解釈と申しますか、より保護をすべきものと申し

ますか、物の特許が行われた際には、」「十二条の五の二項の五号に準じて外れるという解



釈をとることが妥当であろう」という答弁がなされたことについて、実はこれも農水省の

方にちょっとお聞きしたいんです。 
 
○説明員（三野耕治君） 先生御指摘の点につきましては、先ほど来先生御引用されてい

る答弁書の三において答弁しているとおりでありますが、この答弁は現在も変更はござい

ません。 
 
○峰崎直樹君 実はもう同僚議員の質問時間に大幅に食い込んでいるので、さらに質問し

たいところはたくさんあったのでございますが。 
 我々社会党の同僚の吉田正雄議員の質問したことに対する政府答弁、いわゆる農林省や

特許庁の答弁とそれから政府答弁書の中で出されていることが大幅に食い違っているとい

うそういう問題が、今実は指摘をしたことの中にあるわけでございます。これはこのまま

放置をしておくということにはなりませんので、ぜひとも別途この種問題を論議する場で

引き続き我々、政府側の意見の問題点についてさらにこれからも議論をしていきたいとい

うことを、最後の点ちょっとしり切れトンボになりましたけれども、そういったことを申

し上げまして私の質問を終わらせていただきます。 


